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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関係
し、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特定
する方法であって、
　少なくとも１つのコンテンツのアドレス（９）、ならびに前記アドレス（９）に関連付
けられた補足データ（１１、１１’）がデータ処理装置によって受信されるステップと、
　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレス（９）がデー
タ処理装置によって記録されたコンテンツアドレス（１０）と比較されるステップと、
　少なくとも１つの繰り返しの補足データが、受信アドレス（９）におよび共通アドレス
部分をもつ保存アドレス（１０）に関連付けられた補足データ（１１、１１’）の中から
、データ処理装置によって識別されるステップと、
　前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データがデータ処理装
置によって保存されるステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記アドレス（９、１０）および関連補足データ（１１、１１’）、ならびに共通アド
レス部分および関連繰り返しの補足データが知識ベース（１８）を備える記憶手段に保存
される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ネットワークが、ＩＰ通信プロトコルを実装するＩＭＳマルチメディアサブシステ
ムネットワークである、請求項１または２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　コンテンツアドレスに関連付けられた補足データを抽出することができるように、前記
ネットワーク上の通信がデータ処理装置によって分析されるステップと、
　抽出された補足データがデータ処理装置によって送信されるステップと、
　送信された抽出補足データがデータ処理装置によって保存されるステップと
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツアドレ
スに基づく補足データを送信する方法であって、
　少なくとも１つのコンテンツアドレス（２１）がデータ処理装置によって受信されるス
テップと、
　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関す
る、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特定
する方法から特定される補足データに関連付けられた保存アドレス部分と共通の少なくと
も１つのアドレス部分を前記受信アドレス（２１）が備えるかどうかをデータ処理装置に
よって特定するステップであり、
　　少なくとも１つのコンテンツのアドレス（９）、ならびに前記アドレス（９）に関連
付けられた補足データ（１１、１１’）がデータ処理装置によって受信されるステップ、
　　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレス（９）がデ
ータ処理装置によって保存コンテンツアドレス（１０）と比較されるステップ、
　　受信アドレス９および共通アドレス部分をもつ保存アドレス１０と関連付けられた補
足データ（１１、１１’）の中から少なくとも１つの繰り返しの補足データがデータ処理
装置によって識別されるステップ、ならびに
　　前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データがデータ処理
装置によって保存されるステップを含むステップと、
　特定されたアドレス部分に関連付けられた補足データ（２５）がデータ処理装置によっ
て送信されるステップと
　を含む、方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのコンテンツの少なくとも１つのアドレス（９）、ならびに前記アドレ
ス（９）に関連付けられた補足データ（１１、１１’）を受信することと、
　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレス（９）を保存
コンテンツアドレス（１０）と比較することと、
　受信アドレス９に関連付けられた補足データ（１１、１１’）および共通アドレス部分
をもつ保存アドレス１０の中から少なくとも１つの繰り返しの補足データを識別すること
と、
　前記共通アドレス部分および識別された関連繰り返しの補足データを保存することと
　のための少なくとも１つの処理手段を備える、データ処理装置。
【請求項７】
　少なくとも１つのコンテンツアドレス（２１）を受信することと、
　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関す
る、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特定
する方法から特定される補足データに関連付けられた保存アドレス部分と共通の少なくと
も１つのアドレス部分を前記受信アドレス（２１）が備えるかどうかを特定することであ
り、
　少なくとも１つのコンテンツのアドレス（９）、ならびに前記アドレス（９）に関連付
けられた補足データ（１１、１１’）が受信されるステップ、
　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレス（９）が保存
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コンテンツアドレス（１０）と比較されるステップ、
　受信アドレス９に関連付けられた補足データ（１１、１１’）および共通アドレス部分
をもつ保存アドレス１０の中から、少なくとも１つの繰り返しの補足データが識別される
ステップ、ならびに
　前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存されるス
テップを含むことと、
　特定されたアドレス部分に関連付けられた補足データ（２５）を送信することと
　のための少なくとも１つの処理手段を備える、データ処理装置。
【請求項８】
　少なくとも１つのコンテンツのアドレス（９）、ならびに前記アドレス（９）に関連付
けられた補足データ（１１、１１’）を受信することと、
　受信アドレス（９）の少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた繰り返しの補足
データを特定するために、受信アドレス（９）および関連補足データ（１１、１１’）を
備える要求（１９）を送信することと
　のための少なくとも１つの処理手段を備える、アプリケーションサーバ。
【請求項９】
　少なくとも１つのコンテンツアドレス（２１）を受信することと、
　前記アドレス（２１）に基づく補足データを送信するために、前記アドレス（２１）を
備える要求（２３）を送ることと、
　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関す
る、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特定
する方法から特定され、前記アドレス（２１）の少なくとも１つのアドレス部分に関連付
けられた補足データ（２５）を受信することであり、
　少なくとも１つのコンテンツのアドレス（９）、ならびに前記アドレス（９）に関連付
けられた補足データ（１１、１１’）が受信されるステップ、
　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレス（９）が保存
コンテンツアドレス（１０）と比較されるステップ、
　受信アドレス９に関連付けられた補足データ（１１、１１’）および共通アドレス部分
をもつ保存アドレス１０の中から、少なくとも１つの繰り返しの補足データが識別される
ステップ、ならびに
　前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存されるス
テップを含むことと、
　のための少なくとも１つの処理手段を備える、アプリケーションサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテ
ンツに関係し、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足デ
ータを特定する方法に関する。
【０００２】
　本発明はさらに、ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つの
コンテンツアドレスに基づく補足データを送信する方法に関する。
【０００３】
　本発明はさらに、かかる方法を実施するためのデータ処理装置およびアプリケーション
サーバに関する。
【背景技術】
【０００４】
　用語の「コンテンツ」は、テレビ、ビデオ、もしくはオーディオ（ラジオもしくは音楽
）番組、またはゲーム、またはマルチメディアを定義するデータのセット、あるいはコン
ピュータデータファイルを指す。
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【０００５】
　「ネットワーク」は、無線または有線で、前記ネットワークに結合された端末にコンテ
ンツを送信する能力のある、それらの同じ端末とデータまたはメッセージを交換するため
の任意のタイプの固定または移動ネットワーク（たとえば、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ
もしくはＷＬＡＮの、あるいはインターネットまたはケーブルネットワークも）を示すも
のとする。
【０００６】
　任意のコンテンツ送信モード、具体的には１対１間（もしくは「ユニキャスト」）モー
ド、１対多（もしくは「マルチキャスト」）モード、またはブロードキャストモード、が
考慮されることができる。
【０００７】
　さらに、この場合「端末」は、前述のタイプのネットワークからコンテンツを受信する
、ならびにその同じ電気通信ネットワークとデータ、メッセージおよび要求を交換する能
力のある任意のタイプの機器を示すものとする。
【０００８】
　それは、たとえば、地上線もしくは移動電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤ
Ａ）、暗号化ビデオもしくはテレビ番組デコーダ、セットトップテレビ番組受信装置、ビ
デオもしくは音楽番組受信装置、デスクトップもしくはポータブルコンピュータ、または
車両搭載装置（乗用車、トラック、バス、列車など）でもよい。
【０００９】
　多数の顧客を満足させるため、コンテンツプロバイダは、アプリケーションサーバを用
いて、彼らの顧客に、益々個別化されたサービス、たとえばインタラクティブサービス、
を提供する。これらのサービスの増加が、ユーザに益々広がる選択の幅を提供している。
【００１０】
　この場合、「アプリケーション」は、インタラクティブであってもそうではなくても、
端末のユーザにサービスを提供するためにそれが実行されるときにロードされるアプリケ
ーションを指す。かかるアプリケーションは、たとえば、実行可能なスクリプトまたは実
行可能なプログラムの形態で現れうる。
【００１１】
　インタラクティブサービスアプリケーションは、具体的には、賭博、投票、購買、およ
びダウンロードアプリケーション、または電話の着信音、テキスト、ビデオ、広告および
ゲームを含むコンテンツの共用アプリケーションを含む。
【００１２】
　従来の方法で、コンテンツプロバイダによって送信されるコンテンツは、そのコンテン
ツを識別し、説明する働きをするメタデータなどの情報と関連付けられている。
【００１３】
　メタデータは、コンテキストを提供し、それによりアプリケーションサーバが、たとえ
ばコンテンツの管理および使用を可能にするために、情報にアクセスし、抽出し、理解す
ることを可能にする要素または属性のセットで形成される。
【００１４】
　しかし、一部のコンテンツでは、このメタデータは任意選択である。
【００１５】
　さらに、それが１つのコンテンツと関連付けられるときはいつでも、それは最小限とな
り、アプリケーションサーバの大量の分析リソースを必要としうる。
【００１６】
　さらに、このメタデータは一般に固定であり、たとえば関連コンテンツへのユーザの関
心に基づく適合のために、変化しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
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　本発明の目的は、したがって、自動的に、時間の経過とともに適合されることができる
コンテンツに関する情報を提供することを可能にし、少ない分析リソースを必要とするこ
とによって、知られているインタラクティブサービスを改良することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　そのために、本発明の目的は、ネットワークを介して送信されることを意図された少な
くとも１つのコンテンツに関する、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関
連付けられた補足データを特定する方法であって、以下のステップを含む：
－　少なくとも１つのコンテンツのアドレスが、前記受信されるアドレスに関連付けられ
た補足データとともに、受信されるステップ、
－　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレスが保存コン
テンツアドレスと比較されるステップ、
－　少なくとも１つの繰り返しの補足データが、前記受信アドレスにおよび共通アドレス
部分をもつ前記保存アドレスに関連付けられた補足データの中から識別されるステップ、
ならびに
－　前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存される
ステップ。
【００１９】
　優先的に、アドレスおよび関連補足データと共通アドレス部分および関連繰り返しの補
足データとの両方が、知識ベースを備える記憶手段に保存される。
【００２０】
　好ましくは、前記ネットワークは、ＩＰインターネット通信プロトコルを実装するＩＭ
Ｓマルチメディアサブシステムネットワークである。
【００２１】
　有利なことに、補足データを特定する前記方法は、以下のステップを含む：
－　コンテンツアドレスに関連付けられた補足データを抽出することができるように、前
記ネットワーク上の通信が分析されるステップ、
－　抽出された補足データが送信されるステップ、および
－　送信された抽出補足データが保存されるステップ。
【００２２】
　本発明のさらなる目的は、ネットワークを介して送信されることを意図された少なくと
も１つのコンテンツアドレスから補足データを送信する方法であって、その方法は以下の
ステップを含む：
－　少なくとも１つのコンテンツアドレスが受信されるステップ、
－　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関
する、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特
定する方法から特定される補足データに関連付けられた保存アドレス部分と共通の少なく
とも１つのアドレス部分を前記受信アドレスが備えるかどうかを特定するステップであり
：
　・少なくとも１つのコンテンツのアドレスが受信され、補足データが前記受信アドレス
に関連付けられるステップ、
　・少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレスが保存コン
テンツアドレスと比較されるステップ、
　・前記受信アドレスにおよび共通アドレス部分をもつ前記保存アドレスに関連付けられ
た補足データの中から少なくとも１つの繰り返しの補足データが識別されるステップ、な
らびに
　・前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存される
ステップを含むステップ、
－　特定されたアドレス部分に関連付けられた補足データが送信されるステップ。
【００２３】
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　本発明のさらなる目的は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備えるデータ処理
装置である：
－　少なくとも１つのコンテンツのアドレスと前記受信アドレスに関連付けられた補足デ
ータとの両方を受信すること、
－　少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレスを記録され
たデータと比較すること、
－　前記受信アドレスにおよび共通アドレス部分をもつ前記保存アドレスに関連付けられ
た補足データの中から少なくとも１つの繰り返しの補足データを識別すること、ならびに
－　前記共通アドレス部分および識別された関連繰り返しの補足データを保存すること。
【００２４】
　本発明のさらなる目的は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備えるデータ処理
装置である：
－　少なくとも１つのコンテンツアドレスを受信すること、
－　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関
する、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特
定する方法から特定される補足データに関連付けられた保存アドレス部分との少なくとも
１つの共通アドレス部分を前記受信アドレスが備えるかどうかを特定することであり：
　・少なくとも１つのコンテンツのアドレスが受信され、補足データが前記受信アドレス
に関連付けられるステップ、
　・少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレスが保存コン
テンツアドレスと比較されるステップ、
　・少なくとも１つの繰り返しの補足データが、前記受信アドレスにおよび共通アドレス
部分をもつ前記保存アドレスに関連付けられた補足データの中から識別されるステップ、
ならびに
　・前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存される
ステップを含むこと
－　特定されたアドレス部分に関連付けられた補足データを送信すること。
【００２５】
　本発明のさらなる目的は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備えるアプリケー
ションサーバである：
－　少なくとも１つのコンテンツのアドレスと前記受信アドレスに関連付けられた補足デ
ータとの両方を受信すること、
－　前記受信アドレスおよびまた関連付けられた補足データの両方を備える、前記受信ア
ドレスの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた繰り返しの補足データを特定す
るための要求を送信すること。
【００２６】
　本発明のさらなる目的は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備えるアプリケー
ションサーバである：
－　少なくとも１つのコンテンツアドレスを受信すること、
－　前記アドレスを備える、前記アドレスに基づく補足データを生成するための要求を送
ること、
－　ネットワークを介して送信されることを意図された少なくとも１つのコンテンツに関
する、前記コンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データを特
定する方法から特定される、前記アドレスの少なくとも１つのアドレス部分に関連付けら
れた補足データを受信することであり：
　・少なくとも１つのコンテンツのアドレスが受信され、補足データが前記受信アドレス
に関連付けられるステップ、
　・少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するために、前記受信アドレスが保存コン
テンツアドレスと比較されるステップ、
　・少なくとも１つの繰り返しの補足データが、前記受信アドレスにおよび共通アドレス
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部分をもつ前記保存アドレスに関連付けられた補足データの中から、識別されるステップ
、ならびに
　・前記共通アドレス部分および関連する識別された繰り返しの補足データが保存される
ステップを含むこと。
【００２７】
　本発明の他の特徴および利点は、添付の図面を考慮し、限定するものではなく例として
提供される以下の説明を検討することによって明らかとなろう：
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による補足データを特定する方法および本発明によるその補足データを送
信する方法を実装するためのシステムの一般的な構造を示す概略図である。
【図２ａ】補足データを特定するための一例を示す図である。
【図２ｂ】補足データを特定するための一例を示す図である。
【図３ａ】本発明による補足データを特定する方法の連続ステップを示す図である。
【図３ｂ】本発明によるその補足データの送信を生成する方法の連続ステップを示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、固定または移動の電気通信ネットワーク（たとえばＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＵＭＴ
ＳもしくはＷｉＦｉまたはケーブルネットワークもしくはインターネットネットワーク）
などの、ネットワーク１を示す。
【００３０】
　ネットワーク１は、前記ネットワークに結合された端末に、有線または無線を用いて、
コンテンツを送信する能力のある、これらの同じ端末とデータまたはメッセージを交換す
るための任意のタイプのネットワークでもよい。
【００３１】
　任意のコンテンツ送信モード、具体的には１対１間（もしくは「ユニキャスト」）モー
ド、１対多（もしくは「マルチキャスト」）モード、またはブロードキャストモード、が
考慮されることができる。
【００３２】
　好ましくは、ネットワーク１は、ＩＰ（インターネットプロトコル）通信プロトコルを
実装する。
【００３３】
　ネットワーク１は、それにより、パケットが受信者に到達するために異なる経路を取る
ことができるように、パケット受信者のＩＰアドレスを示すヘッダをそれぞれが備えるパ
ケットの形態で情報を送信することができる。
【００３４】
　コンテンツプロバイダ３は、ネットワーク１に接続されており、送信されたコンテンツ
を受信し、たとえば画面上に、表示する能力のある端末５へのストリームの形態などで、
ネットワーク１を介してコンテンツを送信する。
【００３５】
　ネットワーク１によって送信されるコンテンツは、視聴覚コンテンツ、たとえばテレビ
もしくはラジオ番組、またはビデオ、またはゲームでもよい。
【００３６】
　端末５は、たとえば、移動もしくは固定電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤ
Ａ）、テレビ番組受信機器、ビデオもしくは音楽番組受信機器、またはポータブルもしく
はデスクトップコンピュータ、あるいは車両（乗用車、トラック、バス、列車など）に設
置された機器でもよい。
【００３７】
　端末５はさらに、電気通信ネットワーク１と、具体的には後述されるネットワーク１に
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接続されたアプリケーションサーバ７と、データ、メッセージおよび要求を交換する能力
がある。
【００３８】
　端末５がネットワーク１を介してコンテンツプロバイダ３から受信されたコンテンツを
表示するときは必ず、端末５のユーザは、たとえば受信コンテンツをマークするおよび／
または共用するために、受信コンテンツに関するサービスを取得することができる。
【００３９】
　それを行うために、端末５は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
－　受信コンテンツを選択すること、
－　選択されたコンテンツのアドレス９（図２ａを参照）を保存すること、
－　補足データ１１のアドレス９を生成し、たとえば選択されたコンテンツのタイトル、
選択されたコンテンツについてのコメント、そのコンテンツを送信したテレビチャンネル
、コンテンツの形式、あるいは他の任意のコンテンツ記述および／または情報データをそ
れに関連付けること、ならびに
－　ネットワーク１を介してアドレス９および関連補足データを、たとえばサービス要求
１３で、送信すること。この要求１３はさらに、その要求１３を生成した端末５を識別す
るための少なくとも１つのデータを備えることができる。
【００４０】
　コンテンツのアドレス９は、有利なことに、ＡＳＣＩＩすなわち「情報交換用米国標準
符号」などの、文字符号化標準に従って符号化された文字列である。
【００４１】
　優先的な一実施形態によれば、アドレス９は、それが識別するコンテンツにアクセスす
る方法を示すために使用される統一資源ロケータ（ＵＲＬ）である。
【００４２】
　たとえば次の架空のＵＲＬ：「ｒｔｓｐ：／／ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓ／ｐａ
ｔ８０２６０２．ｗｍｖ」を例にとり、図２ａを参照する。
【００４３】
　このＵＲＬは以下を備える：
－　この資源にアクセスするために使用される通信プロトコルの指示、本明細書では、そ
の後に必須分離文字「：」が続く、Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｖｉｄｅ
ｏを表すｒｔｓｐ、
－　以下を備える、ネットワーク上で、そのコンテンツをホストする資源を位置付けるた
めのパラメータのセット：
　・コンテンツアクセス経路の前にコンテンツをホストする資源を指定するために、文字
列「／／」が使用される、
　・そのコンテンツをホストする資源のドメイン名、本明細書ではテレビチャンネル「Ｔ
Ｖ」に関する「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」、
　・文字「／」で始まる、そのコンテンツにアクセスするための絶対経路。本明細書では
たとえばそのアクセス経路は「／ｐｒｅｓ／ｐａｔ８０２６０２」である、
　・サーバ７がコンテンツの処理方法を命じられるようにする拡張子、本明細書では「．
ｗｍｖ」。
【００４４】
　残りの記述では、「アドレス部分」は、プロトコル指示および拡張子内に含まれる、ま
た「／」文字によって区切られる、任意のパラメータを参照することになる。前述の例で
は、したがって、アドレス部分「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」、「ｐｒｅｓ」および「ｐａｔ
８０２６０２」が識別される。
【００４５】
　優先的に、アプリケーションサーバ７は、要求１３を受信するおよびその要求１３を処
理するための少なくとも１つの処理手段を備える。
【００４６】
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　要求１３を処理する間に、サーバ７は次に、選択されたコンテンツのアドレス９、関連
補足データ１１、および場合によっては要求１３を生成した端末５の識別データにアクセ
スする。
【００４７】
　単一のコンテンツアドレス９に対して、サーバ７が、異なる端末のユーザによって生成
された異なる関連補足データ１１を受信するように規定されることができる。
【００４８】
　この状況では、サーバ７は、その様々な補足データ１１の中に含まれる情報に関するキ
ーワードのセット１１’を特定するために受信される様々な補足データ１１を分析するた
めの少なくとも１つの処理手段を備える。
【００４９】
　より具体的には、サーバ７は、たとえば、以下を行う能力がある：
－　様々な受信補足データ１１の中から共通の補足データを識別すること、
－　識別された共通データを備える補足データ１１の数が所定の閾値に達したかどうかを
確認すること、および
－　この状況で、キーワードのセット１１’を形成する共通の補足データをアドレス９と
関連付けること。
【００５０】
　サーバ７はさらに、所定の順序でキーワードを分類するために、キーワードのセット１
１’をソートするための少なくとも１つの処理手段を備えることができる。
【００５１】
　優先的に、サーバ７は、要求１３を生成した端末５にサービス応答１５を送るための多
くは１つの処理手段を備える。このサービス応答１５は、確認メッセージ、または提供サ
ービスに関する問合せメッセージを備えることができる。
【００５２】
　好ましくは、サーバ７はさらに、コンテンツ管理手段を備える。
【００５３】
　また、サーバ７はさらに、ネットワーク１のデータ処理装置１７に、アドレス９「ｒｔ
ｓｐ：／／ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓ／ｐａｔ８０２６０２．ｗｍｖ」の少なくと
も１つのアドレス部分に関連付けられた繰り返しの補足データを特定するための要求１９
を送信するための少なくとも１つの処理手段を備える。
【００５４】
　この要求１９は、アドレス９および関連補足データ１１を備える。
【００５５】
　有利なことに、送信される補足データは、キーワードのセット１１’、たとえば本明細
書ではアドレス９に関連付けられた「ＴＶ、ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ、ｐａｔｅｎｔ」
、を形成する共通の補足データである。
【００５６】
　有利な実施形態によれば、処理装置１７はサーバ７と結合されることができる。
【００５７】
　本発明のサーバ１７は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
－　コンテンツアドレス９、本明細書では「ｒｔｓｐ：／／ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒ
ｅｓ／ｐａｔ８０２６０２．ｗｍｖ」、およびさらに、たとえば要求１９内でサーバ７に
よって、送信されるアドレス９に関連付けられた補足データ１１、１１’、本明細書では
「ＴＶ、ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ、ｐａｔｅｎｔ」、を受信すること、
－　共通アドレス部分、本明細書では「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」および「ｐｒｅｓ」、を
特定するために、受信アドレス９を図２ａに示す例にある保存識別データ１０「ｒｔｓｐ
：／／ＴＶ２．ａｌｕ．ｃｏｍ／ａｄ／２００８０３３１．ｗｍｖ」および「ｒｔｓｐ：
／／ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓ／ｃｌｍ１．ｗｍｖ」と比較すること、
－　少なくとも１つの繰り返しの補足データを識別すること
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　・最初に、受信アドレス９に関連付けられた補足データ１１、１１’「ＴＶ、ｐｒｅｓ
ｅｎｔａｔｉｏｎ、ｐａｔｅｎｔ」と共通アドレス部分「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」をもつ
識別データ１０に関連付けられた「ＴＶ、ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ」および「ＴＶ、
ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ、ｃｌａｉｍ」との中から、そして、
　・さらに、共通アドレス部分「ｐｒｅｓ」をもつアドレス１０に関連付けられた受信ア
ドレス９「ＴＶ、ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ、ｃｌａｉｍ」に関連付けられた補足データ
１１、１１’「ＴＶ、ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ，ｐａｔｅｎｔ」の中から、
－　「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」および「ｐｒｅｓ」がそれぞれ識別された関連繰り返しの
補足データ「ＴＶ」および「ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ」を保存し、共通アドレス部分を
それぞれ保存すること。
【００５８】
　優先的に、処理装置１７は、記憶手段内に、アドレス９、１０、および関連補足データ
１１、１１’、ならびに共通アドレス部分および繰り返しの補足データを保存する。これ
らの記憶手段は、知識ベース１８を備えることができる。この知識ベース１８は、処理装
置１７の内部または外部でもよい。
【００５９】
　有利なことに、識別された繰り返しの補足データがそのグループのユーザ向けにパーソ
ナライズおよび適合されるように、知識ベース１８に保存される補足データ１１、１１’
はグループまたはコミュニティのユーザによって生成されている。
【００６０】
　この知識ベース１８は、グループのユーザによって追加される補足データ１１、１１’
に基づき強化される。これは、ユーザが識別データおよび関連補足データを送信すればす
るほど、共通アドレス部分および識別された関連繰り返しの補足データの数が増えるため
である。
【００６１】
　優先的に、ネットワーク１は、ＩＰプロトコル「ＩＭＳ」すなわちインターネットプロ
トコルマルチメディアサブシステムを使用するマルチメディアサブシステムネットワーク
であり、この場合、ＩＰ（ＶｏＩＰ）、インスタントメッセージング、またはプレゼンス
情報などの固定および移動マルチメディアサービスを提供することを可能にする。
【００６２】
　有利なことに、ＩＭＳネットワークに組み込まれたコンポーネントは、端末のユーザに
よって選択される少なくとも１つのコンテンツのアドレスに関連付けられた補足データを
抽出することができるように、ＩＭＳネットワーク上の通信を分析するための少なくとも
１つの処理手段を備える。ネットワークコンポーネントは次に、抽出された補足データを
、有利なことに処理装置１７に、送信する。
【００６３】
　当然、処理装置１７は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
ネットワークコンポーネントによって送信される抽出補足データを受信することと、
知識ベース１８内に抽出補足データを保存すること。
【００６４】
　ネットワークコンポーネントは、たとえば、プレゼンスエージェント「ＰＮＡ」すなわ
ち「プレゼンスネットワークエージェント」である。
【００６５】
　ネットワークコンポーネントは、ＩＭＳプロキシサーバまたはＩＭＳアプリケーション
サーバの形態で構成されることができる。
【００６６】
　したがって、ユーザがＩＭＳ通信手段、たとえばインスタントテキストメッセージ、電
子メール、または音声メール、によって１つのコンテンツのアドレス９を送るときは必ず
、そのＩＭＳ通信手段内に含まれる情報は、それもアドレス９に関連付けられるように、
処理装置１７に送信されることができる。知識ベース１８は、それによって、自動的にそ
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れ自体を強化することができる。
【００６７】
　ユーザは自分がＩＭＳネットワークを介して送信している情報の使用についての自らの
同意を最初に与えていることになることは明らかである。したがって、処理装置１７は、
サーバ７を介してユーザによって任意に生成される補足データ１１、１１’に加えて、Ｉ
ＭＳ通信手段内を通る情報を使用することができる。
【００６８】
　優先的に、ネットワーク１のサーバ７および／または第三者のアプリケーションサーバ
２７は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
－　図２ｂに示す例の少なくとも１つのコンテンツアドレス２１「ｒｔｓｐ：／／ＴＶ５
．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓ／２００７１２３１．ｗｍｖ」、たとえばサービス要求でネ
ットワーク１の端末によって送信されるもの、を受信すること、
－　アドレス２１に基づく補足データ２５を送信するために、アドレス２１を備える要求
２３を送ること、および
－　アドレス２１の少なくとも１つのアドレス部分に関連付けられた補足データ２５を受
信すること。
【００６９】
　有利なことに、要求２３を送信したサーバ７、２７は、受信補足データ２５を使用する
能力がある。
【００７０】
　有利なことに、処理装置１７は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
－　補足データを送信するために要求２３で送信されるコンテンツアドレス２１、たとえ
ば架空のアドレス「ｒｔｓｐ：／／ＴＶ５．ａｌｕ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓ／２００７１２３
１．ｗｍｖ」、を受信すること、
－　受信アドレス２１が保存アドレス部分、本明細書では補足データ「ＴＶ」および「ｐ
ｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ」にそれぞれ関連付けられた「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」および「
ｐｒｅｓ」、と共通のアドレス部分を少なくとも１つ備えるかどうかを特定すること、な
らびに
－　特定されたアドレス部分「ＴＶ．ａｌｕ．ｃｏｍ」および「ｐｒｅｓ」にそれぞれ関
連付けられた繰り返しの補足データ２５「ＴＶ」および「ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ」を
送信すること。
【００７１】
　有利なことに、処理装置１７は、以下のための少なくとも１つの処理手段を備える：
－　受信アドレス２１が、たとえば知識ベース１８に、既に保存されているかどうかを確
認すること、および
－　それが既に保存されているとき、そのアドレス２１に関連付けられた補足データを送
信すること。
【００７２】
　一変形実施形態によれば、処理装置１７は、アップタイムと比較した使用割当てが所定
の閾値よりも少ない場合、知識ベース１８の保存データを自動的に削除するための少なく
とも１つの処理手段を備える。
【００７３】
　その結果として、知識ベース１８はもはや廃止データで雑然とすることはない。
【００７４】
　図３ａに示すように、ネットワーク１を介して送信されることを意図された少なくとも
１つのコンテンツに関する、そのコンテンツの少なくとも１つのアドレス部分に関連付け
られた補足データを特定する方法は、以下に詳述する複数のステップを含む。
【００７５】
　本発明によれば、ステップ３１で、処理装置１７は、少なくとも１つのコンテンツのア
ドレス９および、たとえば補足データを特定するために要求１９でアプリケーションサー
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バ７によって、送信される、アドレス９に関連付けられた補足データ１１、１１’を受信
する。
【００７６】
　ステップ３１の最後に、処理装置１７は、識別データ９および関連補足データ１１、１
１’を保存することができる。有利なことに、それは知識ベース１８に保存される。
【００７７】
　ステップ３３で、処理装置１７は、少なくとも１つの共通アドレス部分を特定するため
に、受信アドレス９を保存アドレス１０と比較する。
【００７８】
　処理装置１７は次に、ステップ３５で、受信アドレス９に関連付けられた補足データお
よび共通アドレス部分をもつ保存アドレス１０の中から少なくとも１つの繰り返しの補足
データを識別する。
【００７９】
　次に、処理装置１７は、ステップ３７で、共通アドレス部分および識別された関連繰り
返しの補足データを保存する。有利なことに、それは知識ベース１８内に保存される。
【００８０】
　好ましくは、ネットワークは、「ＩＭＳ」ＩＰプロトコルを使用するマルチメディアサ
ブシステムネットワーク、すなわちインターネットプロトコルマルチメディアサブシステ
ムであり、有利なことにＩＭＳネットワークに統合されたコンポーネントは、アドレス９
に関連付けられた補足データを抽出することができるように、ネットワーク１上の通信を
分析し、次にその抽出された補足データを処理装置１７に送信する。処理装置１７は次に
、ステップ３１で、この追加データを受信する。
【００８１】
　補足データを特定するためのこの方法は、前述のように少なくとも１つのデータ処理装
置１７および少なくとも１つのアプリケーションサーバ７を備えるシステムによって有利
なことに実装される。
【００８２】
　図３ｂに示すように、少なくとも１つのコンテンツアドレスに基づく補足データを送信
する方法は、以下に詳述する複数のステップを含む。
【００８３】
　ステップ３９で、処理装置１７は、たとえば、補足データを送信するための要求２３内
でネットワークのアプリケーションサーバ７、２７によって、送信される少なくとも１つ
のコンテンツアドレス２１を受信する。
【００８４】
　処理装置１７は、ステップ４１で、受信アドレス２１が、たとえば知識ベース１８に、
保存されているかどうかを確認することができ、その場合、処理装置は保存識別データを
受信アドレスと比較する能力をもつように規定されることができる。
【００８５】
　たとえば、受信アドレス２１が新しい場合、処理装置１７は、ステップ４３で、その受
信アドレス２１が、たとえば知識ベースに、保存アドレス部分と共通の少なくとも１つの
アドレス部分を含むかどうかを特定する。
【００８６】
　次に、ステップ４５で、処理装置１７は、特定されたアドレス部分をもつ保存繰り返し
の補足データを送信する。
【００８７】
　有利なことに、ステップ４１に続いて、受信アドレス２１が既に保存されているときに
は必ず、たとえば知識ベース１８内で、処理装置１７がそのアドレス２１に関連付けられ
た追加データをステップ４７で送信する。
【００８８】
　補足データを特定するためのこの方法は、有利なことに、少なくとも１つのデータ処理
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装置１７および少なくとも１つのアプリケーションサーバ７、２７を前述のように備える
システムによって実装される。
【００８９】
　アプリケーションサーバによって直接使用されることができるおよびユーザに適合され
ることができる情報を処理装置が自動的に提供するのがかかる方法であろうことは理解さ
れる。
【００９０】
　さらに、この情報は固定ではなく、所与の１つのコンテンツに対するユーザの活動およ
び関心に応じて時間とともに変化する。
【００９１】
　補足データに関連付けられたアドレス部分が多く保存されればされるほど、たとえば知
識ベース内に、それが以前には保存されていなかったとしても、そのコンテンツのアドレ
スに基づく所与の１つのコンテンツに関してより多くの関連情報が提供される。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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